
  三党連立政権合意及び民主党マニフェストを踏まえ、後期高齢者医療制度廃止後の新たな制度の具体的なあり方について検

討を行うため、厚生労働大臣の主宰により、関係団体の代表、高齢者の代表、学識経験者からなる「高齢者医療制度改革会議」

を平成21年11月より開催。平成22年8月20日（第9回）、中間とりまとめ。同年12月20日（第14回）、最終とりまとめ。 
 

  

Ⅱ 最終とりまとめの主な内容 
 

 １．制度の基本的枠組み 
 ・後期高齢者医療制度は廃止し、地域保険は国保に一本化。 
 
 ２．国保の運営のあり方 
・第一段階（平成25年度）で75歳以上について都道府県単位の
財政運営とし、第二段階 （平成30年度） で全年齢について都
道府県単位化。 

 
・都道府県単位の運営主体は、「都道府県」が担うことが適当。 
 
・「都道府県」は、財政運営、標準保険料率の設定を行い、「市
町村」は、資格管理、保険料の賦課 ・ 徴収、保険給付、保健
事業等を行う。 

 

 ３．費用負担 
  

 （１）公費 
 ・75歳以上の医療給付費に対する公費負担割合について、実
質47％から50％に引き上げる。 
 （現在は、現役並み所得を有する高齢者の医療給付費には公費負担
がなく、その分は現役世代の支援金による負担となっている。） 
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 （２）高齢者の保険料 
・国保に加入する75歳以上の保険料は、同じ都道府県で同じ所
得であれば原則として同じ保険料とし、その水準は、医療給付
費の１割程度とする。 

 
・高齢者の保険料の伸びが現役世代の保険料の伸びを上回る
構造を改め、より公平に分担する仕組みとする。 

 
・75 歳以上の方に適用されている低所得者の保険料軽減の特
例措置  （均等割の9割 ・ 8. 5割軽減、所得割の5割軽減） は、
段階的に縮小する。 

 
  

 （３）現役世代の保険料による支援金 
・被用者保険者間の支援金は、 各保険者の総報酬に応じた負 
担とする。 

 

 （４）患者負担 
・70歳から74歳までの患者負担は、個々人の負担が増加しない
よう、70歳に到達する方から段階的に本来の2割負担とする。 


